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2025 年 4 月 2 日、トランプ米大統領は、全世界からの輸入に対して、一定の例外を除き、10％のベース
ライン税率又は国ごとに定められた税率の相互関税（reciprocal tariff）を課す旨の大統領令（Executive 
Order 14257。以下「大統領令 14257」と言います。）を発表しました 1。今回の相互関税措置では、日本
からの輸入に対しては 24％の相互関税が課税されることとされました。その後、トランプ米大統領は、4 月
9 日、国別の税率での相互関税の発効を 90日間停止しつつ、中国については、125％の税率で相互関税を課
税する旨の大統領令を発表しました 2。 
したがって、当面の間は、当初予定されていた 24％よりも低い 10％の関税が日本からの輸入品に課税さ

れることになりますが、10％の相互関税が課されることに変わりはありません。また、トランプ米大統領
は、各国が関税措置に関して協議を申し入れており、「いかなる形でも米国に対して報復措置をとっていな
い」ことを踏まえて相互関税の一時停止措置を認めるものである旨述べている 3一方、報復措置を決めた中
国に対しては税率を 125％にまで引き上げています。4月 11日には、スマートフォン、半導体製造装置、電
子集積回路等については相互関税措置の対象外となることを明らかにする旨の大統領覚書が発表されました
4。 
相互関税の今後の動向は、各国による米国との二国間交渉にも依存する部分があると考えられます。日本

企業としては、こうした状況の変化に迅速に対応できるように備える観点から、相互関税の法的根拠や対象
等について正確に理解することが重要と考えられます 5。また、相互関税の適用に当たっては、米国原産で
あるか否かに着目した仕組みが備えられていることを踏まえて、原産地規則の適用について改めて精査する
ことも考えられます。 
 

 
1  Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United 

States Goods Trade Deficits – The White House 

2  Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment – The White House  

3  トランプ氏、「相互関税」90日間一部停止を表明 対中国は 125％ [トランプ関税][トランプ再来]：朝日新聞 

4  Clarification of Exceptions Under Executive Order 14257 of April 2, 2025, as Amended – The White House 

5  本文においても述べていますとおり、今回の相互関税に関する状況は、逐次変更となる可能性があります。したがって、本ニューズレ
ターの記述は、脱稿した 2025年 4月 15日時点の内容である旨、ご了承ください。 
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I 相互関税の根拠・背景 
 
1. 法的根拠 

 
大統領令 14257によれば、今回の相互関税は、1977年国際緊急経済権限法（International Emergency 

Economic Powers Act、IEEPA）、国家緊急事態法、通商法 604条及び合衆国法典第 3編 301条に基づく
とされています。 
例えば、ホワイトハウスが公表している大統領令 14257の Fact Sheet6によれば、トランプ米大統領は、

大規模かつ持続的な貿易赤字によって引き起こされた国家緊急事態に対処するために、1977 年国際緊急経
済権限法（IEEPA）に基づく権限を行使するものであるとされます。トランプ米大統領は、今回の大統領令
14257 において、通商関係における相互性の欠如、関税、その他各国による非関税障壁、経済政策等によ
り、米国の貿易赤字が長年にわたって継続しており、米国の国家安全保障及び経済にとって異常かつ特異な
脅威となっているとして、この脅威に関する国家緊急事態を宣言しています。1977 年国際緊急経済権限法
（IEEPA）については、第 2 次トランプ政権が用いる可能性のある関税制度についてまとめた、弊所の過去
のニューズレターもご参照ください（独禁/通商・経済安全保障ニューズレター2024年 12月 24日号）。 
 
2. 背景事情 
 
上記 Fact Sheetにおいて、以下のように、米国の貿易赤字が長年にわたって継続していることを踏まえ、

経済を再建し、国家安全保障及び経済安全保障を回復するために相互関税を導入した旨が述べられていま
す。 
 

観点 内容 

経済を再建し、国家安全保障
及び経済安全保障を回復する

ため、相互性の追求 

 米国の貿易赤字は大きく、かつ恒常的であるところ、製造基盤の空洞
化につながっている。このことは、国内の高度な製造能力を増強する
インセンティブを奪い、米国にとって重要なサプライチェーンを弱体
化させ、国防産業の基盤を外国の敵対勢力に依存させる結果を招来し
ている。 

 これは、外国貿易・経済活動の慣行が引き起こした国家緊急事態であ
る。そこで、米国の国際経済的地位を強化し、米国の労働者を保護す
るために関税を発動する。 

経済主権の回復 

 貿易相手国の不適切な経済政策や慣行は、公共目的及び軍事目的にお
いて不可欠な製品を生産する米国の能力を損ない、国家安全保障を脅
かしている。 

 過去の米大統領は無視してきたが、2024 年の貿易赤字額は、1 兆
2000 億ドルを超え、持続させることが許されない危機的状況に陥っ
ている。 

 
6  Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our 

Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security – The White House 

https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_241224_ja.pdf
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
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 米国が不当に利用されることの拒否・公正な貿易の確保・米国労働者
の保護・貿易赤字の削減のためには関税が必要である。 

米国製造業の再優先化 

 世界の製造業生産高に占める米国の割合は、2001 年の 28.4％から、
2023年の 17.4％にまで下落している。 

 特に自動車、造船、製薬、輸送機器、テクノロジー製品、工作機械及
び金属といった先進分野における米国の製造能力喪失は、米国の競争
力を恒久的に弱体化させる可能性がある。 

 1997年から 2024年にかけて、米国では約 500万の製造業の雇用が
失われ、製造業の雇用が史上最大規模で減少した。 

 米国製造業の拡大は、米国の国家安全保障にとっても重要である。 

貿易不均衡への対策 

 各国は、長い年月にわたって、米国を搾取し、米国製品に高い関税を
課してきた。 

 同様に非関税障壁も米国製造業の海外市場へのアクセスを妨害してい
る。例えば、中国、ドイツ、日本、韓国等は、自国民の国内消費を抑
制し、輸出品の競争力を人為的に高める政策を推進してきた。また、
米国の自動車メーカーは、日本や韓国の自動車市場への参入を阻む
様々な非関税障壁に直面しており、米国の自動車産業は日本に対して
年間で 135億ドルに当たる輸出を喪失している。 

 トランプ米大統領は、不公平な関税や非関税障壁の問題に取り組むこ
とで、米国企業と労働者の競争条件を公平なものにしようとしてい
る。 

（米国の）黄金時代のための
黄金律 

 今回の措置は、他国に対して、米国が他国を扱うように、他国が米国
を扱うことを求めるだけのものである。 

関税による高い効果 

 トランプ政権第 1 期の関税は、製造業や鉄鋼業界において、リショア
リングにつながったとする研究が存在する一方、関税措置が米国内で
の物価に与えた影響は限定的であった。 

 全世界に対して 10％の関税をかけることが、経済成長、雇用創出及
び家計収入の向上につながるとする研究が存在する。 

 
Ⅱ 相互関税の内容（2025年 4月 2日時点） 
 
相互関税措置に関しては、2025 年 4 月 2 日の公表後に一部変更が加えられる等していますが、ベースと

なる大統領令 14257 の内容について理解しておくことが重要です。そこで、まず、大統領令 14257 におけ
る相互関税措置の内容について概観します。その上で、4 月 2 日以降のアップデートについては下記Ⅲをご
参照ください。 
 



 
 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2025 
 - 4 - 

1. 関税率 
 
今回公表された大統領令 14257は、2025年 4月 7日に連邦官報に掲載されました 7。大統領令 14257 2

条に基づき、全ての国からの輸入品に対し、10％のベースライン税率での相互関税が賦課されることとさ
れ、附属書Ⅰに掲げられた国からの輸入品に対しては、附属書Ⅰに掲げられた税率が賦課されることとされ
ました。附属書Ⅰには、50 を超える国又は地域が列挙されていていますが、日本も附属書Ⅰに列挙されてお
り、日本には、24％の相互関税が賦課されるとされています。 
なお、附属書Ⅰ記載の関税率が相互関税として賦課されるのであって、附属書Ⅰに掲げられた税率が、

10％に付加される形で課税されるわけではありません。つまり、日本からの輸入品の場合、10％＋24％＝
34％の相互関税が賦課されるわけではなく、附属書Ⅰの 24％の相互関税が賦課されることになります。 
附属書Ⅰに掲げられた国・地域のうち、主要な国又は地域についての関税率は下記表のとおりです。 
 

国・地域 相互関税率 国・地域 相互関税率 
中国 8 34％ 

※2025年 4月 2日公表
時点 

EU 20％ 

インド 26％ インドネシア 32％ 
日本 24％ マレーシア 24％ 
フィリピン 17％ 韓国 25％ 
スイス 31％ 台湾 32％ 
タイ 36％ ベトナム 46％ 

 
なお、米国通商代表部は、相互関税の税率の計算式を公表しています 9。同部の発表によると、国際貿易

に関する一般的なフレームワークに基づけば、国際貿易による収支は最終的に均衡するはずであるにもかか
わらず、米国が50年間にわたって貿易赤字を計上し続けているのは、このようなフレームワークの前提条件
が成立していないからであり、米国の貿易赤字額がゼロになるように相互関税率が算定されているとのこと
です。下記計算式のとおり、貿易赤字額を、輸入価格の上昇に伴い輸入が減少する度合い（輸入価格が増減
した場合、輸入価格の増減に反応して、輸入量がどれだけ増減するか）で除することで、相互関税率が計算
されているとのことです。 

 

相互関税率＝
総輸出額ー総輸入額

輸入価格に対する輸入の弾力性10 ×関税から輸入価格への転嫁×総輸入額
 

 

 
7  Federal Register :: Regulating Imports With a Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute to Large and 

Persistent Annual United States Goods Trade Deficits 

8  中国については、大統領令 14257の発令後、相互関税の税率が数次にわたって引き上げられました。詳細はⅢをご参照ください。 

9  Reciprocal Tariff Calculations | United States Trade Representative 

10  ここでいう弾力性とは、輸入価格が増減した場合、輸入価格の増減に反応して、輸入量がどれだけ増減するかを表しています。 

https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06063/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06063/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and
https://ustr.gov/issue-areas/reciprocal-tariff-calculations
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米国通商代表部によれば、上記式のうち、「輸入価格に対する輸入の弾力性」については「4」が、「関
税から輸入価格への転嫁」については「0.25」の数値が代入されているとのことですが、分母は結局「総輸
入額」に一致することから、実態としては、貿易赤字額を輸入額で割っただけの単純な計算であり、見当違
いな計算であるとの批判も存在します 11。 
 
2. 関税額算定の基礎となる価額 
 
今回の相互関税の適用に当たっては、以下のとおり、一定の条件の下で、米国原産部品・材料が使用され

ている場合に、最終製品の全価額から米国原産部品・材料の価額を控除できることとされています 12。原産
地規則として、米国法における実質的変更基準が採用されている可能性があり、相互関税の影響を分析する
観点からは、原産地規則の適用について慎重な検討が求められるものと考えられます。 
 

項目 内容 

相互関税の課税対象 
対象物品の価額のうち少なくとも 20％が米国原産である場合、相互関税
は、非米国産コンテンツ（non-U.S. content）にのみ課税される。 

米国産コンテンツ（U.S. 
content） 

米国産コンテンツ（U.S. content）とは、米国内で完全に生産され
（ produced entirely ） 、 又 は 米 国 内 で 実 質 的 に 変 更 さ れ た
（substantially transformed）部品に帰属させられる価額をいう。 

米国産コンテンツであるかの
検証機関・方法 

米国税関・国境警備局（CBP）は、法律で認められている範囲において、
輸入品における米国産コンテンツの価額の確定及び検証のために、輸入品
に関する情報や関係書類を収集する権限を有する。 

 
3. 相互関税の発効日・終期 
 
相互関税の発効日について、2025 年 4 月 2 日の公表時点では、以下のとおり、10％のベースライン税率

と附属書Ⅰに掲げられた税率で異なるものとされていました 13。 
 

対象となる輸入品 相互関税の発効日 
10％のベースライン税率 4月 5日（東部標準時午前 0時 1分） 
附属書Ⅰに掲げられた税率 4月 9日（東部標準時午前 0時 1分） 

※2025年 4月 2日の公表時点。その後、90日間の停止が発表（下記Ⅲ
参照）。 

 
今回の相互関税は、米国の貿易に関する根本的な問題が解決、緩和等されたとトランプ米大統領が判断す

るまで継続されるとされています 14。 

 
11  トランプ関税、計算式にシカゴ大・ニーマン教授「まったくの間違い」…貿易赤字額を輸入額で割った単純な割り算 : 読売新聞 

12  大統領令 14257 3条(f) 

13  大統領令 14257 3条(a) 

14  大統領令 14257 2条 

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250410-OYT1T50176/
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4. 相互関税の適用除外 
 
一部の物品については今回の相互関税は適用されません。大統領令 14257の附属書Ⅱにおいて関税番号が

特定されていますが、概要は下記のとおりです 15 16。 
 

 内容 
① 国際緊急経済権限法（IEEPA）1702条(b)に掲げる物品 17 

② 
2025 年 2 月 10 日付大統領布告 10895 等で通商拡大法 232 条に基づく追加関税の対象とされた
鉄鋼及びアルミニウム並びにこれらの派生品 

③ 
2025 年 3 月 26 日付大統領布告 10908 で通商拡大法 232 条に基づく追加関税の対象とされた自
動車及び自動車部品 

④ 銅、医薬品、半導体、木材製品、一定の重要鉱物並びにエネルギー及びエネルギー製品 
⑤ 米国の関税率表（HTSUS）の第 2列に掲げられた税率の対象となるもの 18 
⑥ 将来、通商拡大法 232条の規定に基づく追加関税の対象となり得る全てのもの 

 
5. 他の関税ルールとの関係性 
 
今回の相互関税は、基本的に、その他の関税に上乗せする形で課税されます 19が、他のルールとの関係で

留意すべき事項としては、以下の点が挙げられます。 
 

(1) 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）との関係 
カナダ及びメキシコについては、今回の相互関税措置の対象外となっています。具体的には、カナダ及び

メキシコからの輸入品に関して、USMCA による優遇条件の適用を受けている輸入品については継続して優
遇条件を受けることができ、相互関税は適用されないこととされています。 
また、トランプ政権は、3 月 4 日から、不法移民や合成麻薬フェンタニルの流入を理由に、国際緊急経済

権限法（IEEPA）に基づき、メキシコ原産品に対して一律 25％、カナダ原産品に対して、エネルギー・同資
源に 10％、それ以外の産品に 25％の追加関税を課しているところ 20、USMCA に基づく原産地規則を満た

 
15  大統領令 14257 3条(b) 

16  通商拡大法 232 条に基づく追加関税については過去のニューズレターもご参照ください（独禁/通商・経済安全保障ニューズレター
2025年 2月 20日号及び独禁/通商・経済安全保障ニューズレター2025年 4月 8日号）。 

17  郵便、電信、電話又はその他の個人的な通信であって、価値があるものの移転を含まないものや人的被害を救済するために使用するこ
とを目的とする物品等が掲げられています。 

18  米国が通常の貿易関係（”Normal Trade Relations”）を有していると見なしていない国（現在は、キューバ、北朝鮮、ロシア及びベラ
ルーシ）に対して適用される税率は、HTSUSの第 2列に記載されており、第 1列に記載された米国と通常の貿易関係を有する国との間
の税率よりも高い税率が設定されています（Column 1 / Column 2 / MFN / NTR - Countries that does business with the United 
States）。 

19  大統領令 14257 3条(c) 

20  トランプ米政権、メキシコとカナダに対する追加関税措置のファクトシート発表(カナダ、米国、メキシコ) | ビジネス短信 ―ジェトロ
の海外ニュース - ジェトロ 

https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_250220_ja.pdf
https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_250220_ja.pdf
https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_250408_ja.pdf
https://www.help.cbp.gov/s/article/Article-1117?language=en_US
https://www.help.cbp.gov/s/article/Article-1117?language=en_US
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/1dd349d18d852302.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/1dd349d18d852302.html
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さず、上記の追加関税措置に基づき 25％又は 10％の関税の対象となっている物品についても、相互関税が
適用されないこととされています 21。その上で、上記の追加関税が終了又は停止された場合、USMCA に基
づく原産地規則を満たすカナダ及びメキシコの物品は相互関税の対象とはならないものの、USMCA に基づ
く原産地規則を満たさない物品については 12％の関税の対象となるとされています 22。 
 
(2) デミニマスルールとの関係 
米国は、輸入品の価額が 800 ドル以下である場合には、関税を課さないとするデミニマスルールを採用し

ています（19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)）が、これは相互関税措置の下でも適用があるものとされます 23。
もっとも、その価額が 800 ドル以下の物品について、商務省長官が大統領に対し、関税を完全かつ迅速に徴
収する適切なシステムが整備された旨を通知した以降には、当該デミニマスルールは適用されないとされて
いる 24ため、将来的に相互関税の対象となる可能性があります。 
 
(3) 中国に対するその他の関税との関係 
トランプ大統領は、中国からのフェンタニル流入を防止することを目的に掲げて、国際緊急経済権限法

（IEEPA）に基づき、大統領令 1422825、大統領令 1425626等を発令し、中国品に 20％の関税を課し、ま
た、5月 2日（東部標準時午前 0時 1分）以降は、デミニマスルールを適用しないこととしています。 
大統領令 14257は、今回の相互関税が、かかる中国に対する関税措置には、何ら影響しない旨、明確にし

ています 27。 
 
6. 修正権限（Modification Authority） 
 
大統領令 14257は、トランプ米大統領に対し、今回の相互関税措置に関連して、米国の関税率表を修正し

て関税を増減する権限を認めています 28。 
特に、米国の生産能力が更に悪化した場合に関税を引き上げることができるとするだけでなく、他国が米

国の相互関税に対して報復措置をとった場合に相互関税を拡大し 29、反対に、他国が米国と足並みを揃える
ような措置を講じた場合には相互関税を縮小させる 30ことを認める規定が明示で置かれている点は、注目に

 
21  大統領令 14257 3条(d)及び(e) 

22  大統領令 14257 3条(e) 

23  大統領令 14257 3条(h)。なお、一定の価額以下のプレゼントや日用品として個人が携行しているもののうち、一定金額以下の物品につ
いてもデミニマスルールが適用されます（19 U.S.C. 1321(a)(2)(A)-(B)）。 

24  大統領令 14257 3条(h) 

25  Federal Register :: Further Amendment to Duties Addressing the Synthetic Opioid Supply Chain in the People's Republic of 
China 

26  Federal Register :: Further Amendment to Duties Addressing the Synthetic Opioid Supply Chain in the People's Republic of 
China as Applied to Low-Value Imports 

27  大統領令 14257 3条(i) 

28  大統領令 14257 4条 

29  大統領令 14257 4条(b)及び(d) 

30  大統領令 14257 4条(c) 

https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/07/2025-03775/further-amendment-to-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/07/2025-03775/further-amendment-to-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06027/further-amendment-to-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06027/further-amendment-to-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of
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値します。 
また、商務省長官や米国通商代表部は、今回の相互関税措置が措置として不十分であると考えた場合に

は、関係機関と協議の上、大統領に対して追加措置を勧告するものとされています 31。 
 

Ⅲ 2025年 4月 2日以降の相互関税に関するアップデート 
 
今回の相互関税措置については、4 月 2 日の大統領令 14257 発令後、一部変更が加えられる等していま

す。特に注目すべき点としては、大統領令 14257附属書Ⅰ記載の税率の賦課停止、中国の報復関税に対する
対応及びスマートフォン等への相互関税の適用除外の 3点が挙げられます。 
 
1. 附属書Ⅰ記載の税率の賦課停止 
 
附属書Ⅰに掲げられた税率（国別の税率）の賦課が発効する当日である 4 月 9 日、トランプ米大統領は、

大統領令 14257に変更を加える大統領令を発表し 32、附属書Ⅰに掲げられた税率の適用を、4 月 10日（東
部標準時午前 0時 1分）から 7月 9日（東部標準時午前 0時 1分）までの 90日間停止するとしました 33。
トランプ米大統領は、この理由として、米国の多くの貿易相手国が、米国との経済関係における貿易の非相
互性と、その結果生じる国家安全保障及び経済安全保障の懸念に対処するために、米国とコンタクトを取っ
てきたことを挙げ、これは問題解決のために、米国と足並みを揃える上での重要な第一歩であるとしていま
す 34。 
なお、ここで注意すべき点としては、附属書Ⅰに掲げられた税率について、90 日間停止するとされただけ

であって、10％の相互関税は、停止されていないという点を指摘することができます。したがって、日本か
らの輸入品についても、24％の相互関税は賦課されないものの、10％の相互関税は賦課されることになりま
す。 
 
2. 中国の報復関税に対する対応 
 
上記のとおり相互関税について一定の緩和措置が講じられている反面、中国に対する措置は厳しさを増し

ています。一方の中国も、米国に対して報復関税措置を発表しており、相互関税を巡って対立を深めていま
す。この点について、大統領令 14257以降の動向を、時系列で概観すると以下のとおりです（米国・中国と
もに現地時間の日付で記載しています。）。 
 

 
31  大統領令 14257 4条(a) 

32  Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment – The White House 

33  Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment – The White House 2条 

34  Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment – The White House 1条 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/


 
 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2025 
 - 9 - 

日付 出来事 
4月 2日 大統領令 14257が発表される。中国からの輸入品については、大統領令

14228 等に基づく中国品への 20％の関税とは別途、34％の相互関税を
賦課するとされる。 

4月 4日 中国政府が、4月10日から、米国品に対し、報復措置として、34％の追
加関税を課すと発表する 35。 

4月 8日 トランプ米大統領が中国からの輸入品に対する相互関税の税率を 84％に
引き上げる旨を発表する 36。 

4月 9日 中国政府が、4月 10日から、米国品への報復関税率を 34％から 84％に
引き上げる旨を発表する 37。 

同日 トランプ米大統領が中国からの輸入品に対する相互関税の税率を 125％
に引き上げる旨を発表する 38。 

4月 11日 中国政府が、4 月 12 日から、米国品への報復関税率を 84％から 125％
に引き上げる旨を発表する 39。 

 
3. スマートフォン等への相互関税の適用除外 
 
さらに、4月 11日には、トランプ米大統領は、スマートフォン等については相互関税措置の対象外となる

旨の大統領覚書（Presidential Memoranda）を発表しました 40。当該大統領覚書によれば、大統領令
14257 において相互関税の対象外であるとされていた半導体（semiconductors）について、具体的には、
スマートフォンや半導体製造装置、ハードディスク等の記憶装置、電子集積回路及びその部品等が含まれる
ことが明らかとなりました。また、これらの品目について、4 月 5 日（東部標準時午前 0 時 1 分）から適用
されていた 10%のベースライン税率で徴収された関税は、米国税関・国境警備局（CBP）の手続きに従って
返金されるとされています。 
一方で、下記Ⅳのとおり、半導体について通商拡大法 232 条に基づく追加関税措置が講じられる可能性が

高まっています。相互関税の対象外であることが明らかとなったこれらの製品について、今後、分野別関税
措置がとられる可能性が高いとの見解を、商務省長官が明らかにし 41、トランプ米大統領自身も近い将来か
かる関税が導入される旨述べていました 42が、商務省は、4 月 14 日に、通商拡大法 232 条に基づき、半導
体と医薬品の輸入が米国の国家安全保障に与える影響を判断するため調査を 4 月 1 日付けで開始していたこ

 
35  中国が報復措置 米相互関税と同じ 34%、全輸入品に - 日本経済新聞 

36  Amendment to Reciprocal Tariffs and Updated Duties as Applied to Low-Value Imports from the People's Republic of China – 
The White House 

37  中国、米国への報復関税 84%に 50%上乗せ発表 - 日本経済新聞 

38  Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment – The White House 3条 

39  中国、米国への報復関税 125%に引き上げ 12日発動 - 日本経済新聞 

40  Clarification of Exceptions Under Executive Order 14257 of April 2, 2025, as Amended – The White House 

41  米商務長官、中国製スマホなど半導体関税の対象に - 日本経済新聞 

42  トランプ関税、スマホでも迷走 「除外」一転し別関税に - 日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB04C1T0U5A400C2000000/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/amendment-to-recipricol-tariffs-and-updated-duties-as-applied-to-low-value-imports-from-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/amendment-to-recipricol-tariffs-and-updated-duties-as-applied-to-low-value-imports-from-the-peoples-republic-of-china/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM09CI40Z00C25A4000000/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM119ML0R10C25A4000000/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/clarification-of-exceptions-under-executive-order-14257-of-april-2-2025-as-amended/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB133DG0T10C25A4000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1406Q0U5A410C2000000/
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とを公表しました 43。今後のプロセスとしては、商務省が、調査開始後 270日以内に、調査結果をトランプ
米大統領に提出し、トランプ米大統領は、当該結果を受領してから90日以内に、追加関税措置を発動するか
判断するものと見込まれます。このことは、これらの製品は、相互関税に関する二国間交渉の対象とはなら
ず、交渉を通じた関税撤廃や引き下げがより難しいことを示しています。 
 
Ⅳ おわりに 
 
以上概観してきたとおり、今回の相互関税措置を巡っては、大統領による修正権限を含め、依然として流

動的な部分も存在し、二国間交渉等、相互関税を巡る今後の動向を引き続きフォローしていくことが重要で
す。また、附属書Ⅰの関税率の賦課停止が解除されれば、国ごとに異なった相互関税率が賦課されることに
なるため、これに備えて、日本企業としては、自社のサプライチェーンについて見直しを行う必要が生じる
可能性があります。この際、相互関税の適用に当たっては、米国原産であるか否かに着目した仕組みが備え
られていることを踏まえて、原産地規則の適用について改めて精査することも考えられます。 
また、先日も、弊所のニューズレターで、米国による自動車及び自動車部品に対する追加関税について紹

介しました（独禁/通商・経済安全保障ニューズレター2025 年 4 月 8 日号）44が、各種関税措置の関係性や
適用関係について正確に把握することが重要です。さらに、このような流れの中で、既存の関税措置が拡大
されたり、新たな関税措置が講じられたりする可能性は十分に存在します 45。 
実際、ホワイトハウスは、トランプ米大統領の就任日である2025年1月20日に、「America First Trade 

Policy」と題したメモランダムを発表して、貿易に関する問題意識を表明し、トランプ米大統領は、このよ
うな問題意識に沿う形で、関係機関に対して貿易に関する調査及び報告を指示しました 46。このメモランダ
ムに呼応した報告書そのものは、非公開ですが、ホワイトハウスは、そのエグゼクティブサマリーを公開し
ています 47。その中では、例えば、通商拡大法 232条に基づく追加関税について、既に追加関税措置が発表
された自動車や自動車部品のみならず、医薬品や半導体等についても通商拡大法 232 条の適用を検討する価
値があると述べられていました。4 月 14 日には、医薬品及び半導体について、通商拡大法 232 条に基づく
調査の開始について公表され、医薬品及び半導体について通商拡大法 232 条に基づく追加関税措置が講じら
れる可能性が高まっている状況にあります。 
近日最も注目を集めている相互関税にとどまらず、関税政策を一つの柱とした、米国の種々の通商政策に

ついては、これらを総合的に注視していく必要があると考えられます。 
 

 
43  トランプ米政権、半導体と医薬品輸入に対する 232 条調査を開始、パブコメ募集(米国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - 

ジェトロ 

44  なお、自動車及び自動車部品に対する追加関税について、トランプ米大統領は、4 月 14 日に、軌道修正の可能性を示唆しています（ト
ランプ大統領、自動車関税で救済措置検討 「少し時間必要」 - 日本経済新聞）。 

45  トランプ政権が活用する可能性のある関税制度については、弊所の過去のニューズレターもご参照ください（独禁/通商・経済安全保障
ニューズレター2024年 12月 24日号）。 

46  America First Trade Policy – The White House 

47  Report to the President on the America First Trade Policy Executive Summary – The White House 

https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_250408_ja.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/04/7e82e202ecf20273.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/04/7e82e202ecf20273.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN14D3D0U5A410C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN14D3D0U5A410C2000000/
https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_241224_ja.pdf
https://www.nishimura.com/sites/default/files/newsletters/file/competition_law_international_trade_241224_ja.pdf
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/america-first-trade-policy/
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/report-to-the-president-on-the-america-first-trade-policy-executive-summary/#:%7E:text=An%20America%20First%20Trade%20Policy,%2C%20manufacturers%2C%20farmers%2C%20ranchers%2C
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